
令和８年６⽉２３⽇

令和８年度 第１回

大口町下水道事業経営審議会
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本 日 の 議 事
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１．令和７年度決算状況
２．下水道事業の経営原則



１．令和７年度決算状況
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下水道施設の運転・管理などの経費 109,698 

流域下水道への負担⾦

232,839 

減価償却費 309,354 

借⼊⾦の利息等 41,132 

当年度純利益 2,880 基準外繰⼊⾦ 24,500 

基準内繰⼊⾦

178,234 

⻑期前受⾦戻⼊など

111,523 

下水道使⽤料

381,646 

令和７年度決算状況
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（単位︓千円）

下水道事業の経営活動に
伴って発生する収益と費⽤

収益的収支

（税抜）
収⼊ 支出

695,903 693,023

※基準外繰⼊⾦を⼀般会
計からもらわずに、継続
的に利益を出すことが下
水道事業の課題です

※



下水道施設の更新・整備などの経費

187,417 

流域下水道への負担⾦

18,787 

借⼊⾦の償還⾦

208,175 資⾦不⾜額 209,999 

受益者負担⾦など

12,979 

⼀般会計からの出資⾦

（基準外繰⼊⾦）

74,301 

国等からの借⼊⾦

117,100 

令和７年度決算状況
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（単位︓千円）

管路の⼯事や企業債の
元⾦償還などの費⽤と
その財源となる収⼊

資本的収支

収⼊
204,380

※２資本的収支の不⾜額
は、減価償却等により事
業内部に留保される損益
勘定留保資⾦等を財源と
して補てんしています

※２

（税込）

支出
414,379

※１基準外繰⼊⾦を⼀般
会計からもらわずに、事
業を継続することが求め
られています。

※１



令和７年度に実施した主な⼯事
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◎面整備
御供所三丁目、秋田⼀丁目、
秋田⼆丁目、奈良⼦三丁目、
中小口三丁目地内

◎管更⽣⼯事
⼆ツ屋⼀丁目、⼆ツ屋⼆丁目、
仲沖⼆丁目、中小口四丁目地内

◎排水設備申込み
144件 うち ⼀般

営業・⼯場
134件
10件

下水道区域の拡張

不明水の削減
ライフラインの確保

接続件数の増加
使⽤料収⼊の増加

約４５４m

約８５０m
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⾏政区域内人口、処理区域内人口と普及率
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・⾏政区域内人口は令和
３年度から減少に転じて
いる。

・普及率は概成している。

令和7年度令和6年度令和5年度令和4年度令和3年度
23,938人23,998人24,153人24,234人24,225人⾏政区域内人口
23,612人23,397人23,554人23,507人23,295人処理区域内人口

98.6%97.5%97.5%97.0%96.2%普及率

概成とは、汚水処理
人口普及率が95％以上
となること。



汚水処理水量、有収水量と有収率
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令和7年度令和6年度令和5年度令和4年度令和3年度
3,607,311㎥3,810,975㎥3,558,823㎥3,544,203㎥3,499,090㎥年間汚水処理水量
2,694,008㎥2,723,285㎥2,720,077㎥2,617,465㎥2,577,784㎥年間有収水量

74.7%71.5%76.4%73.9%73.7%有収率

・令和７年度は汚水
処理水量と有収水量
の差が縮まり、有収
率が向上した。

・管路の⽼朽化によ
る不明水の増加は今
後も懸念されるため、
継続的な対策が必要
となる。



有収率
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有収率(％) =

処理した汚水のうち使⽤料徴収の対象となる
有収水の割合である。
有収率が⾼いほど使⽤料徴収の対象とできな
い不明水が少なく、効率的である。

年間汚水処理水量

年間有収水量
×100

〇算定式

総務省「下水道事業経営指標・下水道使⽤料
の概要」のうち「下水道事業比較経営診断
表」を参照。令和7年度分は公表前のため、
大口町決算値とする。
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令和7年度令和6年度令和5年度令和4年度令和3年度
74.7%71.5%76.4%73.9%73.7%大口町

80.7%81.1%82.1%81.1%類型平均
79.9%80.8%81.2%80.4%全国平均

・類型平均、全国平均と比べ指標は悪
い。大口町の不明水が多いことが原因
である。
・継続して管路の更新⼯事を実施して
おり、令和7年度の指標は向上した。
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使⽤料単価
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使⽤料単価(円／㎥) =

有収水量１㎥当たりの使⽤料収⼊であり、
使⽤料の水準を⽰す。

使⽤料収⼊

年間有収水量

〇算定式 （円／㎥）

令和7年度令和6年度令和5年度令和4年度令和3年度
141.66142.22137.67135.77136.31大口町

154.67153.32153.25153.02類型平均
137.85136.36134.81134.43全国平均

・大口町は令和４年度までは税込単価。
・令和５年度の使⽤料の改定により、
令和６年度の使⽤料単価は向上したが、
150円（税抜）には届いていない。

平成２６年に総務省から、平均使⽤料単価
150円（20㎥／月あたり3,000円）を目指す
べき指標として⽰している。
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汚水処理原価
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汚水処理原価(円／㎥) =

有収水量１㎥当たりの汚水処理費であり、そ
の水準を⽰す。

汚水処理費

年間有収水量

〇算定式 （円／㎥）

令和7年度令和6年度令和5年度令和4年度令和3年度

155.20153.01151.69151.53153.88大口町
166.86165.06165.99163.48類型平均
140.73139.35138.00134.79全国平均

・大口町は令和４年度までは税込単価。
・令和５年度は公会計に移⾏し、汚水
処理原価が⾼くなっている。
・使⽤料単価と比較されるため、将来
的には使⽤料単価が汚水処理減価を上
回ることが望ましい。



80.0%

90.0%

100.0%

110.0%

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

大口町 類型平均 全国平均

経費回収率
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経費回収率(％) =

汚水処理に要した費⽤に対する、使⽤料による
回収程度を⽰す指標である。下水道の経営は、
経費の負担区分を踏まえて汚水処理費すべてを
使⽤料によって賄うことが原則である。

汚水処理費
使⽤料収⼊ ×100

〇算定式

・大口町は令和４年度までは税込単価。
・令和５年度で使⽤料の改定を実施し
たが、100％には届かなかった。次回の
使⽤料改定では、100％以上を目指し、
改定率を検討する。 令和7年度令和6年度令和5年度令和4年度令和3年度

91.3%92.9%90.8%89.6%88.6%大口町
92.7%92.9%92.3%93.6%類型平均
98.0%97.9%97.6%99.7%全国平均



水洗化率
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水洗化率(％) =

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設
置して汚水処理している人口の割合を表した指標
である。公共⽤水域の水質保全、使⽤料収⼊の増
加等の観点から100％となっていることが望まし
い。

現在処理区域内人口

現在水洗便所設置済人口
×100

〇算定式

・近年、水洗化率は向上しているもの
の、類型平均、全国平均を下回ってい
る。100％に近づけていくことが望ま
れる。
・下水道未接続者への接続啓発を⾏う
など、下水道への接続を促進していく
必要がある。

令和7年度令和6年度令和5年度令和4年度令和3年度
85.4%85.4%84.0%84.0%84.1%大口町

91.9%91.8%91.5%91.5%類型平均
96.0%95.9%95.8%95.7%全国平均
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⼀般家庭⽤使⽤料（20㎥/月）

14

平成２６年に総務省から、平均使⽤料単価
150円（20㎥／月あたり3,000円）を目指す
べき指標として⽰している。

・令和５年度に使⽤料の改定をした
が、類型平均、全国平均と比較して
も、⼀般家庭⽤の使⽤料が比較的安
価であることを⽰している。

令和7年度令和6年度令和5年度令和4年度令和3年度
2,266円2,266円2,266円1,929円1,929円大口町

2,968円2,936円2,927円2,918円類型平均
2,925円2,899円2,881円2,866円全国平均
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２．下水道事業の経営原則
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下水道事業の経営原則
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〇公共下水道事業は、地方財政法上の公営企業とされ、その事業に
伴う収⼊によってその経費を賄い、⾃⽴性をもって継続していく
「独⽴採算制の原則」が適⽤される。

〇下水道事業に係る経費の負担区分は、「雨水公費・汚水私費」が
原則。
ただし、汚水処理に要する経費の内、公共⽤水域の内、水質保全
への効果が⾼い⾼度処理の経費や合流式下水道に比べ建設コスト
が割⾼になる分流式下水道に要する経費の⼀部などは、公的な
便益も認められることから公費により負担。



下水道事業の経営原則
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◇(経費の負担の原則)地方公営企業法第１７条の２第２項◇
地方公営企業の特別会計においては、その経費は、前項の規定により
地方公共団体の⼀般会計又は他の特別会計において負担するものを除
き、当該地方公営企業の経営に伴う収⼊をもつて充てなければならな
い。

「下水道使⽤料」を軸に
⾃⽴性をもって事業を継続することが求められている。

しかし、現状は、使⽤料収⼊だけで事業を⾏うことはできていない。



下水道事業の経営原則
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経費回収率 91.3％⇒100％を目指す
（使⽤料単価 ＞ 汚水処理原価）

・今後の必要な投資額などを踏まえた適正な下水道使⽤料の設定
・汚水処理原価を下げるために不明水の削減を推進する

独⽴採算制の原則により下水使⽤料を財源とした健全な事業運営
（使⽤料単価が汚水処理原価を上回っている状態）

141.66円 ＜ 155.20円 （令和7年度末）
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時期 令和８年９月頃を予定

議題 大口町の現⾏使⽤料 他

次回の経営審議会


